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平成 27年度　一般会計補正予算 問財政課財政係
☎ 63-1289

まち・ひと・しごと創生の推進に取り組んでいます 問政策企画課政策経営室
☎ 63-1273

特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児

福
祉
手
当
、
経
過
的
福
祉
手
当
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し

て
い
る
人
（
昨
年
支
給
停
止
に

な
っ
て
い
る
人
も
含
む
）
は
、

平
成
27
年
度
現
況
届
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

提
出
さ
れ
な
い
と
、
手
当
を

受
給
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

●
受
付
期
間

８
月
11
日
㈫
～
24
日
㈪

※
土
・
日
曜
を
除
く
。

●
受
付
場
所　
福
祉
課
福
祉
係

●
必
要
な
も
の　

案
内
通
知
、
印
鑑
（
朱
肉
を
使

う
も
の
）
な
ど問

福
祉
課
福
祉
係

☎
63
・
１
４
０
６

「
県
有
明
海
区
漁
業
調
整
委
員

会
委
員
選
挙
人
名
簿
」
を
作
成

し
ま
す
。

平
成
27
年
９
月
１
日
㈫
時
点

で
、
漁
業
に
携
わ
り
、
選
挙
権

が
あ
る
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

●
選
挙
権
が
あ
る
人　

平
成
7
年
12
月
６
日
ま
で
に
生

ま
れ
、
市
内
に
住
所
か
事
業
所

を
持
ち
、
１
年
に
90
日
以
上
漁

業
に
携
わ
っ
て
い
る
人
（
選
挙

権
欠
格
者
を
除
く
）。

※
漁
業
と
は
営
利
目
的
で
反
復

的
・
継
続
的
に
行
わ
れ
、
漁

船
を
使
用
す
る
漁
業
、
の
り

養
殖
業
、
採
貝
漁
業
の
い
ず

れ
か
を
指
し
ま
す
。

※
今
回
か
ら
漁
船
を
使
用
し
な

い
採
貝
漁
業
に
携
わ
る
人
も

申
請
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

●
申
請
期
間

９
月
１
日
㈫
～
4
日
㈮

●
申
請
方
法　

平
成
26
年
度
に
名
簿
登
載
さ
れ

て
い
る
世
帯
に
は
、
８
月
17
日

㈪
に
申
請
書
を
送
り
ま
す
。
漁

業
に
携
わ
っ
て
い
る
人
は
内
容

を
確
認
し
、
行
政
協
力
員
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
今
年
度
新
し
く
申
請
す
る
人

は
、
行
政
協
力
員
か
選
挙
管

理
委
員
会
事
務
局
か
ら
申
請

書
を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

☎
63
・
１
２
５
４

　

国
民
年
金
基
金
と
は
、
自
営

業
者
な
ど
国
民
年
金
の
第
１
号

被
保
険
者
が
任
意
で
加
入
し
、

将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金

【
有
料
広
告
】

障
が
い
者
の
手
当
制
度

現
況
届
を
ご
提
出
く
だ
さ
い

県
漁
業
調
整
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
登
載
の
申
請

国
民
年
金
基
金
に

加
入
し
ま
せ
ん
か

道
路
沿
い
私
有
地
の
樹
木

伐
採
・
除
草
の
お
願
い

２
０
１
６
年
版
市
民
手
帳

の
予
約
を
受
け
付
け
ま
す

に
上
乗
せ
す
る
公
的
な
個
人
年

金
で
す
。

　

将
来
、
国
民
年
金
だ
け
で
は

心
配
と
い
う
人
は
加
入
を
検
討

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
加
入
で
き
る
人

・
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
国
民
年

金
第
1
号
被
保
険
者
（
農
業
者

年
金
加
入
者
は
除
く
）

・
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
国
民
年

金
に
任
意
加
入
し
て
い
る
人

※
掛
け
金
は
、
加
入
す
る
型
・

口
数
・
加
入
時
の
年
齢
に
よ
っ

て
決
ま
り
ま
す
。
年
齢
が
若

い
ほ
ど
掛
け
金
は
安
く
な
り

ま
す
。

問
熊
本
県
国
民
年
金
基
金

☎
０
１
２
０
・
65
・
４
１
９
２

　

道
路
沿
い
の
樹
木
や
雑
草
が

茂
り
、
道
路
に
は
み
出
す
と
、

歩
行
者
や
通
行
車
両
が
安
全
に

通
行
で
き
ま
せ
ん
。
特
に
交
通

量
の
多
い
通
学
路
で
は
、
子
ど

も
が
安
心
し
て
通
学
で
き
な
い

箇
所
が
あ
り
ま
す
。

　

地
域
の
環
境
美
化
と
安
心
・

安
全
の
た
め
に
、
道
路
沿
い
の

土
地
所
有
者
の
皆
さ
ん
は
伐
採
・

除
草
に
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

※
私
有
地
の
生
垣
や
庭
木
な
ど

か
ら
の
倒
木
・
道
路
上
に
張

り
出
し
た
枝
の
落
下
な
ど
で
、

通
行
中
の
歩
行
者
や
車
両
が

損
傷
す
る
事
故
が
発
生
し
た

場
合
、
樹
木
の
所
有
者
が
賠

償
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。問

土
木
課
維
持
管
理
係

　
　
　
☎
63
・
１
４
８
５

県
や
市
町
村
の
最
新
統
計
資

料
な
ど
を
掲
載
し
て
い
る
コ
ン

パ
ク
ト
で
使
い
や
す
い
市
民
手

帳
の
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

●
主
な
内
容
（
２
部
構
成
）

【
日
記
編
】
月
間
予
定
表
、
見
開

き
１
週
間
タ
イ
プ
日
記
欄

【
資
料
・
名
簿
編
】
荒
尾
市
行
政

機
構
図
、
市
議
会
議
員
名
簿
、

納
税
ご
よ
み
な
ど

●
サ
イ
ズ　
縦
15
㎝
×
横
9.4
㎝

●
価
格　
470
円
（
税
込
）

●
発
売
予
定
月　
11
月
中
旬

●
予
約
方
法　
電
話
か
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
予
約

問
政
策
企
画
課
企
画
統
計
係

☎
63
・
１
２
７
４

▲手帳の色は茶色だモン。
くまモンも登場するモン！

▲総合計画審議会では、今後のまちづ
くりについて意見を出し合いました

【まち・ひと・しごと創生とは】
　国と地方が人口減少問題で連携し、地域の実情に合った施策を展開する
ことで、将来にわたり活力ある持続的な日本社会を目指します。平成 26
年に国が策定した総合戦略では、①地方での安定した雇用の創出②地方へ
の人の新しい流れづくり③若い世代の結婚・出産・子育ての希望の実現④
時代に合った地域づくり、安心な暮らしを守る、地域間の連携、という４
種類の基本目標が掲げられています。

当 初予算では義務的経費・経常経費・継続事業を中心に「骨格予算」と
して、編成していました。補正予算では「肉付け予算」として、市長

所信表明によって示された将来像『全国有数の魅力あふれるまち荒尾』を
実現するための政策の４本柱①『市役所を真に「市民の役に立つ所」に』
②『住みよい荒尾を目指して』③『稼げる荒尾、活気のある荒尾を目指して』
④『人材を輩出する荒尾を目指して』に基づいた事業を中心に編成しました。
　一般会計補正予算では 4 億 435 万 6 千円を追加し、総額 208 億 4,435
万 6 千円となりました。補正予算の主な財源は基金繰入金が 2億 132 万 3
千円、市債の借入が 8,020 万円、国や県からの支出金が 5,554 万 4 千円、
財産収入が 5,331 万円となっています。

肉付け予算で計上された主な事業
①『市役所を真に「市民の役に立つ所」に』
番号制度に対応するための人事給与システムの改修と人事事務処理効率化のための職員
情報のデータ化…129 万 6 千円　ほか

②『住みよい荒尾を目指して』
インフルエンザ・風しん・ロタウィルスの予防接種に対する費用の一部助成
…1,613 万 6 千円　ほか

③『稼げる荒尾、活気のある荒尾を目指して』
競馬場跡地の不在者用地買収、厩舎団地解体や盛土工事…7,770 万 8 千円　ほか

④『人材を輩出する荒尾を目指して』
学童クラブ未設置校区（清里）での学童クラブの整備…2,178 万 4 千円　ほか

荒 尾市ではまちづくりの指針であり、さまざまな政策分野の最上位計画
である第 5次荒尾市総合計画を市民の皆さんからご意見をいただきな

がら、平成 24 年に策定しました。以来、荒尾市の将来像『しあわせ優都
あらお』を目指した取り組みを進めてきました。
　全国的な人口減少や東京圏への一極集中を是正するため、「まち・ひと・
しごと創生法」が施行されました。全国の都道府県や市区町村に対し、地
方版総合戦略を策定することが国から求められています。荒尾市では総合
計画と地方版総合戦略の融合を図り、新たな計画を策定する予定です。
　7月 10 日に開催した総合計画審議会では、市民、学識経験者や行政機関
など計 26 人により、荒尾市の将来人口や経済動向の分析に基づいて、こ
れからの荒尾市の基本方針などを審議しました。今後、総合計画審議会の
審議・答申を通じて、新しい総合計画の早期策定を目指します。
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